
単位：台

普通車 小型車 普通車 小型車 被けん引

16,742 24,174 3,036 4,412 81 269 1,548 40,633 10,218

資料：近畿運輸局滋賀支局（平成20年3月31日）

注１：普通、小型の種別は道路運送車両法に基づく。

注２：特種（殊）自動車とは、ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ等の特種用途車及びﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ等の大型特種自動車をいう。

注３：軽自動車とは、126cc以上250cc以下の二輪車、660cc未満の三輪車及び四輪車をいう。

注４：「その他」は、250ccを超える小型二輪車及び耕運機等の小型特殊自動車。

注５：税務資料による非課税車を含む。
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